
令和 3 年度 新潟みずほ福祉会（本部）事業計画 

１ 法人の基本理念 

 ・利用者一人ひとりの尊厳を守り、人権の保障に努めます。 

 ・利用者の視点に立ち、安心して利用できる、質の高い福祉サービスの提供に努めます。 

 ・地域に親しまれる、安定した福祉の拠点作りと、豊かな社会福祉の実現に努めます。 

２ 法人の運営方針 

⑴ 社会福祉資源の創出や次世代を担うマンパワー育成等に努めます。 

⑵ ホームページ等を活用し、情報の開示に努めます。 

⑶ エネルギーの効率化等を工夫し、地球環境にやさしい運営に努めます。 

⑷ 日頃からの感染症対策の強化や業務継続に向けた取り組みの推進に努めます。 

①  感染症の発生及びまん延の防止等に関する取り組みの徹底（委員会の開催、指針

の整備、訓練の実施） 

②  業務継続に向けた取組の強化（業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施） 

③  地域と連携した災害対応の強化（訓練に当たっての地域住民との連携） 

⑸ 支援の継続を見据えた障がい福祉現場におけるＩＣＴの活用を努めます。 

①  運営基準や報酬算定上必要となる会議等について、テレビ電話等を用いた対応を

可能とする。 

３ 本部の役割 

⑴ 法令を遵守し、法人運営を統括します。 

⑵ 適正な経営の合理化、効率化に努めます。 

 

⑶ 適正な労務管理、職員の資質向上に努めます。 

４ 本部の運営方針 

⑴  内部統制体制の強化・法令遵守に努めます。 

①  規程集等の整備、周知 

  ② 障がい者雇用の推進 

⑵  働き方改革への対応定着に努めます。 

① テレワークの推進 

② 業務省力化の推進 

 ⑶ 人材確保、人材育成、職員のメンタルヘルスに努めます。  

  ① インターンシップの導入 

②  産業医の導入 

③  法人研修の充実                   (研修計画 別表) 

⑷ 中・長期計画の実践と見直しに努めます。 

① 老朽化しているグループホームへの対応 

  ② 新中長期計画策定のため企画室を中心に、コンサルタントを導入し、三園の建替 

えに向けて検討 

⑸ 各種補助金等の活用 

５ 主な日程  

⑴  理事会 

① 令和３年６月上旬  ② ６月中旬   ③ ９月下旬  ④ １２月中旬   

⑤ 令和４年３月下旬 

⑵  評議員会 



① 令和３年６月中旬 

⑶  監事監査 

① 令和３年５月中旬 

 ⑷ 行 事：「みずほ福祉会まつり］ 新型コロナ感染防止のため中止とする。 

６ 社会福祉施設の経営 

 ⑴ 第一種社会福祉事業 

  ① 障害者支援施設 

ア 新潟みずほ園：施設入所支援（定員５０名）、生活介護（定員６０名） 

      所在地：新潟市西区小見郷屋１０７番地２（敷地面積１０，００６．４２㎡） 

    イ みのり園：施設入所支援（定員５０名）、生活介護（定員６０名） 

所在地：新潟市西区藤野木５１番地（敷地面積１６，３６２．６９㎡） 

   ウ 第２みずほ園：施設入所支援（定員５０名）、生活介護（定員６０名） 

      所在地：新潟市西区小見郷屋５８番地４（敷地面積８，５００．６６㎡） 

 ⑵ 第二種社会福祉事業 

①  短期入所事業 

新潟みずほ園（定員３名）、みのり園（定員４名）、第２みずほ園（定員３名） 

② 多機能型事業所：工房はたや 

就労継続支援 B型事業（定員２０名）・生活介護事業（定員１０名） 

    所在地：新潟市西蒲区旗屋３１１番地 

 ③ 共同生活援助事業：樫の木 

所在地：新潟市西区みずき野２丁目８番２５号 

ア もみじ（定員４名） 

所在地：新潟市西蒲区曽根４５９番地 

   イ あじさい（定員５名） 

所在地：新潟市西蒲区鱸１６７番地４ 

ウ ケアホームみずき野壱番館（定員７名） 

所在地：新潟市西区みずき野２丁目８番２５号（敷地面積８９９．８５㎡） 

エ ケアホームみずき野弐番館（定員５名）  

所在地：新潟市西区みずき野２丁目８番２８号（敷地面積５０４．３５㎡） 

   オ さくら壱番館（定員６名） 

所在地：新潟市西区藤野木５１番地（敷地面積６５２．５５㎡）  

   カ さくら弐番館（定員６名）   

所在地：新潟市西区藤野木５１番地（敷地面積６５２．５５㎡） 

   キ さくら参番館（定員６名） ２０１９年４月開設 

所在地：新潟市西区藤野木５１番地（敷地面積６５２．５５㎡） 

  ④ 指定計画相談支援事業・指定障がい児相談支援事業・一般相談支援事業 

わぁ～らく 

      所在地：新潟市西区みずき野１丁目６番１１号 

   ※ 新潟市より新潟市障がい者基幹相談支援センター西の代表法人受託（３名出向） 

  ⑤ 居宅介護事業・同行援護事業・行動援護事業・移動支援事業 

みっと 

    所在地：新潟市西区みずき野１丁目６番１１号 

⑥ 生活介護事業所（２０２０年４月１日開所 総合支援センター内） 

   おおらい(定員２０名) 



   所在地：新潟市西区みずき野１丁目６番１１号 

７ 社会貢献活動 

 ⑴ にいがたセーフティーネット事業への参画 

⑵ 講師派遣（小学校・中学・大学等、各種福祉機関研修） 

⑶ 課外授業受入れ（地域保育園、小学校等） 

⑷ 地域福祉団体への委員就任 

⑸ 施設及び総合支援センター開放、地域行事協賛等 

⑹ 公益的活動 総合支援センターを中心とした清掃活動、健康教室等の開催 

※令和３年度：課外授業受け入れ等については、中止とする 

 

（別表） 

法人研修計画 

 

月 内 容 対象者 会 場 講師・協力機関 

4 法人カリキュラム 新採用職員 
新潟みずほ園 

研修室 
管理者・サビ管 

5 交通安全講習 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

6 救急法（ＡＥＤ） 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

7 腰痛予防 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

8 メンタルヘルス 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

9 モチベーションアップ 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

10 虐待防止・身体拘束 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

11 感染症予防 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

12 障害者総合支援法 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

1 ビジネスマナー 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

2 メンバ―シップ 全職員 
各事業所 

(職員会議時等) 
Web研修 

 

 



 

令和３年度 新潟みずほ園 事業計画 

1 運営方針 

⑴ 効率的な予算執行と経営の安定に努めます。 

⑵ 「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」に基づき、利用者の人権を尊重し、障がい者

の虐待防止・権利擁護に努めます。 

⑶  利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

 ⑷ 在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。  

 ⑸ 次世代を担う良質なマンパワーの育成と心のバリアフリーの促進に努めます。 

 ⑹ 職員の専門性の向上に努め、腰痛・メンタルヘルス対策の推進を図ります。 

 ⑺ 家族、成年後見人等との連携を図ります。 

2 事業内容 

障害支援区分：区分 6～42 名、区分 5～6 名 区分 4～2 名 区分 3～1 名  

平均区分：5.7 

予想利用率：施設入所支援 98％、生活介護 90％、短期入所 75％ 

加算：夜間職員配置体制加算、重度障害者支援体制加算、栄養マネジメン 

   ト加算、療養食加算、医師配置加算、人員配置体制加算、福祉専門

職員配置等加算、常勤看護職員等配置加算、リハビリテーション加

算、食事提供体制加算、延長支援体制加算、送迎体制加算、短期利

用加算、栄養士配置加算、処遇改善加算、特定処遇改善加算 

職員数：（男 17 名、女 26 名）計 43 名 平均年齢 37.8 歳 

実配置：管理者 1 名 サービス管理責任者 1 名 管理栄養士 1 名  

生活支援員等 40 名 常勤換算：38.2 名  

⑴ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合

支援法）に基づき、適正な事業運営に努めます。                          

① 生活介護：常時介護を要する障害者に対し、主に昼間において、入浴、排せ

つ又は、食事の介護、創作的活動又は、生産活動の機会を提供する 

② 施設入所支援：施設に入所する障害者に対し、主として夜間において入浴、

排せつ又は食事の介護を提供する 

 ⑵ 利用者の人権を尊重し、障がい者の虐待防止・権利擁護に努めます。 

  ① 「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」の復唱を継続し人権意識の高揚を図る 

② 「倫理委員会」を中心に職員の行動規範自己チェック等を定期的に実施する 

③ 苦情解決体制の周知を行い、利用者・家族等の声を傾聴する 

④ 障害者虐待防止法により委員会を設置し、人権の尊重に努める 

 ⑶ 利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

①  個別支援計画の実践に努める（計画作成・見直し時期～6 か月ごと：年 2 回） 

  ② 支援の標準化やマニュアル化「ひやり・ハット」の検討・改善に努める                            

           ③       ③         ③ 健康管理及び保健衛生           保健衛生計画（別紙１） 

   ア 新型コロナ感染症については、法人のマニュアルに沿った対応を行う 

イ 定期健診を実施し、嘱託医、関連医療機関との連携により、機能低下や異

常の早期発見・早期治療、健康管理に努める 

   ウ 医療機関との連携を深め、通院・入院が適切に遂行できるよう努める 

エ 日本歯科大学新潟病院の在宅診療チームによる歯科診療（予約制）を実施



 

し、口腔衛生に努める                  

  ④ 「福祉サービス第三者評価」の結果を踏まえ、改善を検討する。 

⑤ 行事                      行事計画（別紙２） 

   地域住民等との相互交流を取り入れた行事を実施する   

 ⑥ 機能訓練                  機能訓練計画（別紙３） 

    医師の診断に基づき、作業療法士による機能維持訓練及び二次的障がいの予

防に努める（リハビリテーション実施計画書作成・見直し時期～3 か月ごと：

年 4 回） 

  ⑦ 食事 

   ア 栄養ケア計画に沿って適正な食事の提供に努める（栄養ケア計画作成時期・

見直し時期～3 か月ごと：年 4 回） 

   イ 食事形態及び治療食など、利用者一人ひとりに合せた食事の提供に努める 

ウ 利用者の嗜好と適温に配慮し、複数献立、外注食、行事食等で季節感と変

化に富んだ食事の提供に努める 

   エ 給食委託業者と連携しスムーズな業務と衛生管理を徹底し、より安心・安

全な食事提供に努める 

  ⑧ 防災・安全対策                 防災計画（別紙４） 

   ア 各種防災訓練と機器等の整備・点検を行う 

   イ 非常災害発生に備え、非常食、飲料水等必要な物品を備蓄する 

ウ 新潟市と「災害時要援護者への避難援護の協力」に関する協定を締結し、

災害時における地域住民への援護協力を行う 

    エ 「火災一斉メールシステム」を活用する 

 オ 防犯カメラを設置し、不審者の可視化を図り防犯に努める 

⑨ 所持金の管理 

「所持金等の管理に関する合意書」に基づき、利用者の希望及び能力に応じ

た管理体制の下、安全かつ適切な所持金の管理に努める。 

⑩ 施設環境整備 

 ア ICT 導入                    1,538,400 円 

⑷ 在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。 

「新潟市地域生活支援拠点等事業」への登録を行い、緊急短期入所を受入れる 

⑸ 次世代を担う良質なマンパワーの育成と心のバリアフリーの促進に努めます。 

  ① ボランティアを計画的に受入れる 

③ 利用者の理解と協力を得て、実習生を計画的に受入れる 

③ 地元の保育園、小・中学校との交流を深める 

④ 地域行事等に参加し交流を深める 

⑹  職員の専門性の向上に努め、腰痛・メンタルケア対策の推進を図ります。 

① 施設内研修の充実、各種会議・研修会への参加を推進する  

職員研修実施計画（別紙５） 

② 介護福祉士・社会福祉士等、各種資格取得を推進する     

③ 衛生委員会を設け、職員のメンタルヘルスケアを図る 

④ 業務の見直しや福祉機器の導入により、職員の腰痛対策を図る 

 ⑺ 家族、成年後見人等との連携を図ります。 

   家族、成年後見人等との情報交換に努める 



(別紙１) 

保 健 衛 生 計 画 

月 保健行事 実施項目 備  考 

4 腸内細菌検査(全職員) 

衣類の調整 ・害虫駆除 5 

内科検診・尿検査(利用者) 

胸部レントゲン(利用者) 

健康診断(全職員) 

6 歯科検診(利用者) 

7 夏の健康管理 

室温調整 

園内清掃 

・害虫駆除 

・水分を十分に摂る 
8 夏の健康管理 

9 健康診断（利用者） 

10 
内科検診・尿検査(利用者) 

腸内細菌検査(全職員) 

うがい、手洗いの励行 

室温調整、加湿、換気 

衣類の調整 

・インフルエンザ 

風邪予防 

・ノロウイルス予防 

11 
インフルエンザ予防接種 

(利用者、職員) 

12 
冬の健康管理 

健康診断(夜勤業務従事者) 

1 冬の健康管理 

うがい、手洗いの励行 

室温調整、加湿、換気 

衣類の調整 

園内清掃 

・インフルエンザ 

風邪予防 

・ノロウイルス予防 

2 冬の健康管理 

3 冬の健康管理 

備

考 

・在宅診療チームによる歯科検診（毎週 1回）歯科診療室 

・バイタルチェック（体重測定、血圧測定）毎月１回 

・歯磨きの励行に努める ・腰痛予防に努める 

・新型コロナウイルス予防接種予定（月日は未定） 

 

 

 

 



 

（別紙２） 

行 事 計 画 

月 

行   事   名 

上  旬 中  旬 下  旬 

4    

5    

6    

7    

8   夕涼み会 

9    

10    

11    

12   利用者忘年会 

1 
正月三が日レクリエーシ

ョン 
利用者新年会  

2   
 

 

3    

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、例年開催している「福祉会まつり」 

 「下越地区オセロ交流会」「下越地区スポーツ交流会」が中止となった。 

※「親子三代ふれあい会」への参加も見合わせることとなった。 

※施設の行事の際は、飲酒も取り入れた献立を提供。 

※次の国民主要行事等には、それにちなんだ食事を提供する。 

・5月 端午の節句   

・7月 七夕、土用丑の日 

・9月 敬老の日、秋彼岸 

・12月 冬至、クリスマス、大晦日 

・1月 元旦、七草 

・2月 節分 

・3月 桃の節句、春彼岸 



(別紙３)              

機 能 訓 練 計 画 

脳性麻痺 
・関節可動域訓練 ・ストレッチ  ・マッサージ 

・臥位、座位時のポジショニング  

知的障害 
・行動分析療法   ・認知機能訓練  

・コミュニケーション訓練  

脳梗塞後遺症 

頭部外傷 

髄膜脳炎後遺症 

・関節可動域訓練 ・ストレッチ ・マッサージ 

・筋力維持強化訓練 

・手工芸 

ダウン症 
・歩行訓練（散歩） ・筋力訓練 

コルネリア・デランゲ 
・関節可動域訓練 ・筋力訓練 

低酸素脳症 

（低血糖） 

・関節可動域訓練  ・筋力維持強化訓練 

小頭症 ・臥位、車椅子座位でのポジショニング ・筋力訓練 

脊髄損傷(頚髄損傷) 

頸椎症性脊髄症 

・関節可動域訓練 ・ストレッチ ・マッサージ 

・臥位、座位時のポジショニング 

筋緊張性ジストロフィー 
・関節可動域訓練  

・筋力維持強化訓練 ・歩行訓練 

ＳＣＤ（脊髄小脳変性症） 
・関節可動域訓練   

・筋力維持強化訓練 

廃用性症候群 
・関節可動域訓練  ・筋力維持強化訓練 

染色体異常（22番部分） ・関節可動域訓練  ・筋力維持強化訓練 

ＨＨＥ症候群 

（てんかん） 

・関節可動域訓練  ・筋力維持訓練 

 

高度後弯変形症 
・関節可動域訓練 ・ストレッチ ・マッサージ 

※機能に合わせたＡＤＬ訓練（環境設定）を実施 

※全体的に高齢となっており、認知症の予防訓練も必要に応じて実施（個別・集団にて対応） 

※補装具・日常生活用具の検討、公費助成申請手続き 

※咀嚼・嚥下機能維持向上、誤嚥性肺炎予防の為、口周囲筋マッサージ、口腔・嚥下体操を 

実施 

 

 

 

 

 

 



（別紙４） 

防 災 計 画 

月 訓 練 種 別 内      容 

4 防 災 研 修 
防災基本事項・機器の使用方法等の指導・確認を行う。 

応援時に必要な構造の把握を目的とし、各園の見学を行う。 

5 

総 合 訓 練 

（消 防 団 と の 合 同 

夜 間 想 定 避 難 訓 練） 

新潟市消防団西方面隊中野小屋分団に立ち合いを要請し、夜

間出火想定の避難誘導訓練の実施と、消防団による放水訓練

の見学を行う。終了後、消防団との反省会を開き、防災意識

の高揚を図る。  

6 通 報 ・ 連 絡 訓 練 
通報機器を使用した通報訓練・職員間の連絡訓練を行う。 

7 消 火 器 訓 練 
業者に依頼し消火器の使用方法の指導受け、水消火器を使用

した訓練を実施する。 

8 放 水 訓 練 
屋内消火栓を使用した放水訓練を行い、放水手順を学ぶ。 

9 水 害 想 定 避 難 訓 練 

日中の水害を想定し、避難誘導の訓練を実施する。 

10 防 災 研 修 
防災基本事項・機器の使用方法等の指導・確認を行う。 

応援時に必要な構造の把握を目的とし、各園の見学を行う。 

11 
総 合 訓 練 

（消防署との総合避難訓練） 

新潟西消防署赤塚出張所の立会いを求め、日中出火想定避難

誘導訓練を実施する。終了後、消防署員との反省会を開き、

防災意識の高揚を図る。 

12 通 報 ・ 連 絡 訓 練 
通報機器を使用した通報訓練・職員間の連絡訓練を行う。 

 

1 防 災 研 修 等 

利用者・職員に防災に関する映像を上映、及び職員に対し防

災訓練等を行い、防災意識の向上に努める。 

 

2 地 震 想 定 避 難 訓 練 
日中の地震を想定し、避難誘導の訓練を実施する。 

 

3 防 災 研 修 等 
利用者・職員に防災に関する映像を上映、及び職員に対し防

災訓練等を行い、防災意識の向上に努める。 

備

考 

・毎月 1回防災委員会開催。 

・各園の応援研修(避難経路や応援時の対応を学ぶ) 

・必要に応じ追加訓練を行う。 

 

 



（別紙５）       

職 員 研 修 実 施 計 画 

１ 施設内研修 

区  分 実施時期 研  修  内  容 対 象 職 員 

新任研修 

法人合同研修 

法人内部研修 

4月 1日～3日 

年 1回 

随時 

法人理念、倫理綱領等 

職員研修（専門知識・技術研修） 

法人の共通テーマ等 

全新採用職員 

全職員 

全職員 

内部研修 随時 
専門知識・技術研修・復命研修・

ウェブ研修 
全職員 

２ 施設外研修 

主催別 区 分 研  修  会  名 対 象 職 員 

県または

県社協主

催のもの 

現任研修 

・新任職員研修 

・中堅職員基礎研修 

・指導的研修 

・管理的職員研修 

・職場研修担当者研修会 

・給食関係職員研修 

・看護職員研修 

・テーマ別研修 

・強度行動障害研修 

・喀痰吸引等研修 

･職務経験 3年未満処遇職員 

･職務経験 4年以上処遇職員 

･主任 

･管理者、補佐 

･理事長、施設長 

･管理栄養士 

･看護職員 

･当該職員 

･当該職員 

･当該職員 

身体障害

者施設協

議会等の

もの 

専門研修 

・全国身体障害者施設協議会研究 

大会 

・関東・甲信越地区身体障害者施設 

職員研修大会 

・新潟県身体障害者施設協議会職員 

研修会 

･当該職員 

３ その他の研修 

区 分 期  日 内     容 対象職員 

自 主 研 修 適    時 

･専門職員に関する全国または地方規模の

研修会、講習会、学会等に参加希望があっ

た時、その職務遂行上有効と認められた場

合参加させる 

全職員 

(若干名) 

技能講習等 
主催者側で 

定めた日 

防火管理者講習会 

危険物取扱講習会 

交通安全管理者講習会 

全職員 

(若干名) 

 

 

 



 

令和３年度 みのり園 事業計画 

1 運営方針 

⑴ 効率的な予算執行と経営の安定に努めます。 

⑵ 「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」に基づき、利用者の人権を尊重し、障がい者の

虐待防止・権利擁護に努めます。 

⑶  利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

 ⑷ 在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。  

 ⑸ 次世代を担う良質なマンパワーの育成と心のバリアフリーの促進に努めます。 

 ⑹ 職員の専門性の向上に努め、腰痛・メンタルヘルス対策の推進を図ります。 

 ⑺ 家族、成年後見人等との連携を図ります。 

２ 事業内容 

障害支援区分：区分 6～33名、区分 5～15名、区分 4～2名 平均区分：5.6  

予想利用率：施設入所支援 98％・生活介護 96％・短期入所 100％ 

加算：夜勤職員配置体制加算、重度障害者支援体制加算、栄養マネジメント加算、

療養食加算、医師配置加算、人員配置体制加算、福祉専門職員配置加算、常

勤看護職員等配置加算、リハビリテーション加算、食事提供体制加算、延長

支援体制加算、送迎加算、短期利用加算、栄養士配置加算、処遇改善加算 

職員数：（男性：18名、女性：23名）計 41名 平均年齢 36.5歳 

実配置：管理者 1名 サービス管理責任者 1名 管理栄養士 1名  

生活支援員等 38名 常勤換算：36.9名  

⑴ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支

援法）に基づき、適正な事業運営に努めます。                          

① 生活介護：常時介護を要する障がい者として厚生労働省令で定める者につき、

主に昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設におい

て行われる入浴、排せつ又は、食事の介護、創作的活動又は、生産活動の機会

の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を提供する 

② 施設入所支援：施設に入所する障がい者につき、主として夜間において入浴、

排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を提供する 

 ⑵ 利用者の人権を尊重し、障がい者の虐待防止・権利擁護に努めます。 

①  「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」の復唱を継続し人権意識の高揚を図る 

②  「倫理委員会」を中心に職員の行動規範自己チェック等を定期的に実施する 

③  苦情解決体制の周知を行い、利用者・家族等の声を傾聴する 

④  障害者虐待防止法により委員会を設置し、人権の尊重に努める 

 ⑶ 利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

①  個別支援計画の実践に努めます(支援計画作成、見直し～ 6 か月毎、年 2 回) 

②  支援の標準化やマニュアル化「ひやり・ハット」の検討・改善に努める 

③  健康管理及び保健衛生              保健衛生計画（別紙１） 

ア 新型コロナ感染症については、法人のマニュアルに沿った対応を行う 

イ 定期健診を実施し、嘱託医、関連医療機関との連携により、機能低下や異常 

の早期発見・早期治療、健康管理に努める 

   ウ 医療機関との連携を深め、通院・入院が適切に遂行できるよう努める 

エ 日本歯科大学新潟病院の在宅診療チームによる歯科診療（予約制）を実施し、 

口腔衛生に努める 



 

④ 「福祉サービス第三者評価」の結果を踏まえ、改善を検討する 

⑤  行事                        行事計画（別紙 2） 

   地域住民等との相互交流を取り入れた行事を実施する 

⑥  機能訓練                    機能訓練計画（別紙 3） 

     医師の診断に基づき、作業療法士による機能維持訓練及び二次的障がいの予防 

に努める（リハビリテーション実施計画書作成、見直し～3 か月毎、年 4 回） 

⑦  食事 

   ア 栄養ケア計画に沿って適正な食事の提供に努める。（栄養ケア計画作成、見 

直し～3 か月毎、年 4 回） 

   イ 食事形態及び治療食等、利用者一人ひとりに合わせた食事の提供に努める 

ウ 利用者の嗜好と適温に配慮し、複数献立、外注食、行事食等で季節感と変化

に富んだ食事の提供に努める 

  エ 給食委託業者と連携しスムーズな業務と衛生管理を徹底し、より安心・安全 

な食事提供に努める 

⑧  防災・安全対策                    防災計画（別紙４） 

   ア 各種防災訓練と機器等の整備・点検を行う 

   イ 非常災害発生に備え、非常食、飲料水等必要な物品を備蓄する 

ウ 新潟市と「災害時要援護者への避難援護の協力」に関する協定を締結し、災 

害時における地域住民への援護協力を行う 

    エ 「火災一斉メールシステム」を活用する 

   オ 防犯カメラ等を設置し、不審者の可視化を図り防犯に努め、また、事故(ケガ

等)時の検証や利用者の行動特性を把握することにより安全対策に努める 

⑨  所持金の管理  

「所持金等の管理に関する合意書」に基づき、利用者の希望及び能力に応じた管 

理体制の下、安全かつ適切な所持金の管理に努める 

⑩ 施設環境整備 

ア キュービクル式高圧受電設備改良工事           484,000 円 

イ ICT 導入（WI-FI 構築、ケアパレット等）       4,557,060 円 

ウ のぞみ棟２ 3 号室床・壁改修工事           319,000 円                 

⑷ 在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。 

「新潟市地域生活支援拠点等事業」と連携し、緊急短期入所を受入れる 

⑸ 次世代を担う良質なマンパワーの育成と心のバリアフリーの促進に努めます。 

① ボランティアを計画的に受入れる 

② 利用者の理解と協力を得て、実習生を計画的に受入れる 

③ 地元の保育園、小・中学校との交流を深める 

④ 地域行事等に参加し交流を深める 

⑹ 職員の専門性の向上に努め、腰痛・メンタルケア対策の推進を図ります。 

① 施設内研修の充実、各種会議・研修会への参加を推進する 

                                           職員研修実施計画（別紙５） 

② 介護福祉士・社会福祉士等、各種資格取得を推進する     

③ 衛生委員会を設け、職員のメンタルヘルスケアを図る 

④ 業務の見直しや福祉機器の導入により、職員の腰痛対策を図ります 

 ⑺ 家族、成年後見人等との連携を図ります。 

   家族、成年後見人等との情報交換に努める 



(別紙 1) 

保 健 衛 生 計 画 

月 保健行事 実施項目 備  考 

4 
 

 

<きれいに歯を磨こう> 

・歯磨き介助、言葉かけ 

<便秘を防ごう> 

・便秘体操、腹部マッサージの実施 

＜衣替え＞ 

・園周り清掃 

・寝具交換 

・寝具日光消毒 

・ダニ駆除 

（バルサン実施） 

5 

採血、胸部レントゲン 

 （利用者） 

健康診断（全職員)  

大腸がん検診（４０歳以上） 

6 

内科健診、検尿、バイタルチ

ェック（利用者） 

 

 

7 

 

 

 

<脱水症・熱中症に気をつけよう> 

・水分補給を適切に行う 

<便秘を防ごう> 

・便秘体操、腹部マッサージの実施 

<皮膚トラブルを防ごう> 

・清潔、身だしなみの援助 

<誤嚥を防ごう> 

・嚥下体操、口腔マッサージ実施 

・蝿・蚊・蟻駆除 

・園周り清掃 

・食事摂取状況観察

（食事形態見直し） 

8 

前立腺がん検査（対象者） 

職員腸内細菌検査 

 

9 
 

 

10 
歯科検診(利用者) 

 

＜衣替え＞ 

<施設内感染を防ごう> 

・風邪、インフルエンザ、 

ノロウイルス予防 

・うがい、手洗いの励行 

・感染予防対策研修 

<皮膚トラブルを防ごう> 

・清潔、身だしなみの援助 

<便秘を防ごう> 

・便秘体操、腹部マッサージの実施 

・網戸洗い 

・園周り清掃 

・感染予防対策準備 

・暖房調節 

・室内換気 

・居室清掃 

11 
インフルエンザ予防接種 

 

12 

内科健診（利用者） 

健康診断（夜勤従事職員) 

 

1  

2  

3 
 

備

考 

・在宅診療チームによる歯科診療（毎週 1 回）新潟みずほ園内歯科診療室  

・体重測定、バイタルチェック（検温、血圧測定）月 1 回 （11 月～4 月は連日検温） 

・新型コロナウイルス予防接種予定（月日は未定） 

 

  



（別紙２） 

行 事 計 画 

月 上  旬 中  旬 下  旬 

4  お花見  

5    

6   レクリエーション大会 

7 七夕まつり   

8    

9   みのり園まつり 

10    

11    

12   クリスマス忘年会 

１ 新 年 会   

2 節  分   

3 ひなまつり   

 

〇お好みメニュー（希望献立）～月 1回 

〇誕生会～月 1回 

 

〇行事食等：次の国民主要行事等には、それにちなんだ食事を提供する。 

・ 5 月 端午の節句   

・ 7 月 七夕  土用丑の日 

・ 9 月 防災の日(非常食)   秋彼岸 

・12 月 冬至  クリスマス  大晦日 

・ 1 月 元旦  七草 

・ 2 月 節分   

・ 3 月 桃の節句  春彼岸 

 

※ 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、例年開催している「レクリエーション

交流会」「福祉会まつり」は中止とし、園内行事に変更する。 

地域行事の「親子三代ふれあい会」への参加も見合わせる。 

 



（別紙３)            

機 能 訓 練 計 画 

疾 患 別 主 な 訓 練 内 容 

 

知的障害（精神遅滞） 

・行動分析療法 

・運動機能向上 

・認知機能、コミュニケーション、精神機能へのアプローチ 

 

自閉症 

・行動分析療法 

・感覚統合療法 

・認知機能、コミュニケーション、精神機能へのアプローチ 

ダウン症 
・立ち上がり、歩行の維持 

・残存筋力維持 

 

 

脳性麻痺 

 

・関節可動域訓練 

・筋緊張や不随意運動により、短縮した筋のストレッチ 

・残存筋力維持 

・臥位、座位時ポジショニングにて安楽肢位の提供 

・立ち上がり、歩行の維持 

頭部外傷後遺症 

低酸素脳症 

・関節可動域訓練 

・残存筋力維持 

・立ち上がり、歩行の維持 

 

重複障害 主 な 訓 練 内 容 

てんかん 
・体幹・下肢筋力維持 

・立ち上がり、歩行の維持 

視覚障害 
・眼鏡装着の検討 

・環境調整 

聴覚障害 ・コミュニケーションの代替え（絵カード、筆談など） 

うつ病 ・精神機能へのアプローチ 

 

大腿骨頚部骨折治癒後 

・関節可動域訓練 

・歩行器歩行訓練 

・車椅子調整（足台作製、ロホクッションの空気調整） 

 

＊環境設定、日常生活動作訓練を必要に応じて実施。 

＊咀嚼‐嚥下機能維持向上、誤嚥性肺炎予防の為、口周囲筋マッサージ、口腔‐嚥下体操を実施。 

 テーブルの高さ調整と食事用補高台を作製する。 

＊高齢化している為、認知症の評価とアプローチを併せて実施。 

＊転倒防止の為、靴を業者に依頼し、試し履きと購入手続きを行う。 

＊補装具（保護帽、下肢装具、杖、車椅子）の検討、公費助成申請手続きを行う。 

 

 



（別紙４） 

防 災 計 画 

月 項  目 内      容 

4 防 災 研 修 
防災基本事項・機器の使用方法等の指導・確認を行う。 

応援時に必要な構造の把握を目的とし各園の見学を行う。 

5 

総 合 訓 練 

（ 消 防 団 と の 合 同 

夜 間 想 定 避 難 訓 練 ） 

新潟市消防団西方面隊中野小屋分団に立ち合いを要請し、

夜間出火想定の避難誘導訓練の実施と、消防団による放水

訓練の見学を行う。終了後、消防団との反省会を開き、防

災意識の高揚を図る。  

6 通 報 ・ 連 絡 訓 練 通報機器を使用した通報訓練・職員間の連絡訓練を行う。 

7 消  火  器  訓  練    
業者に依頼し消火器の使用方法の指導受け、水消火器を使

用した訓練を行う。 

8 放 水 訓 練 屋内消火栓を使用した放水訓練を行い、放水手順を学ぶ。 

9 水 害 避 難 訓 練 日中の水害を想定し、避難誘導の訓練を行う。 

10 防 災 研 修 
防災基本事項・機器の使用方法等の指導・確認を行う。 

応援時に必要な構造の把握を目的とし各園の見学を行う。 

11 
総 合 訓 練 

（消防署との総合避難訓練） 

新潟西消防署赤塚出張所の立会いを求め、日中出火想定避

難誘導訓練を実施する。終了後、消防署員との反省会を開

催し防災意識の高揚を図る。 

12 通 報 ・ 連 絡 訓 練 通報危機を使用した通報訓練・職員間の連絡訓練を行う。 

1 防 災 研 修 
防災基本事項・機器の使用方法等の指導・確認を行う。 

応援時に必要な構造の把握を目的とし各園の見学を行う。 

2 地 震 想 定 避 難 訓 練 日中の地震を想定し、避難誘導の訓練を行う。 

3 日 中 避 難 訓 練 日中の火災を想定して避難誘導の訓練を行う。 

備

考 

 

・毎月 1回防災委員会開催。 

・各園の応援研修(避難経路や応援時の対応を学ぶ) 

・必要に応じ追加訓練を行う。 

 



（別紙５）      

職 員 研 修 実 施 計 画 

１ 施設内研修 

区  分 実施時期 研  修  内  容 対 象 職 員 

新任研修 随時 法人理念、就業規則等 全新採用職員 

法人研修 年 10回程度 
職員研修（専門知識・技術研修） 

法人の共通テーマ等 
全職員 

園内研修 随時 
Ｗｅｂ研修 

専門知識・技術・復命研修等 
全職員 

２ 施設外研修 

主催別 区 分 研  修  会  名 対 象 職 員 

県または

県社協主

催のもの 

現任研修 

・新任職員研修 

・中堅職員研修 

・指導的職員研修 

・管理的職員研修 

・給食関係職員研修 

・看護職員研修 

・テーマ別研修 

・強度行動障害支援者養成研修 

職務経験３年未満処遇職員 

職務経験４年以上処遇職員 

主任等の役職 

管理者・補佐  

管理栄養士 

看護職員 

当該職員 

当該職員 

福祉協会

等のもの 
専門研修 

・全国知的障害関係施設職員研究大会 

・北陸地区知的障害関係施設職員研究

大会 

・新潟県知的障害者福祉協会全県会員

研修 

・地区別会員研修会 

・新潟市知的障がい施設連絡会研修会 

・先進施設視察研修 

全職員 

３ その他の研修 

区 分 期  日 内     容 対象職員 

自主研修 適時 

・専門職員に関する全国または地方規模の研修

会、講習会、学会等に参加希望があった時、その

職務遂行上有効と認められた場合参加させる 

全職員 

技能講習等 
主催者側で

定めた日 

・防火管理者講習会 

・危険物取扱講習会 

・交通安全管理者講習会 

全職員 

 

※ 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、研修中止・オンライン研修への変更あり。 



 

令和３年度 第２みずほ園 事業計画 

1 運営方針 

⑴ 効率的な予算執行と経営の安定に努めます。 

⑵ 「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」に基づき、利用者の人権を尊重し、障がい者

の虐待防止・権利擁護に努めます。 

⑶  利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

 ⑷ 在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。  

 ⑸ 次世代を担う良質なマンパワーの育成と心のバリアフリーの促進に努めます。 

 ⑹ 職員の専門性の向上に努め、腰痛・メンタルヘルス対策の推進を図ります。 

 ⑺ 家族、成年後見人等との連携を図ります。 

２ 事業内容 

障害支援区分：区分 6～41名、区分 5～6名、区分 4～3名、区分 3～1名 

      平均区分：5.7  

予想利用率：施設入所支援 95％、生活介護 95％、短期入所：96％ 

加算：夜勤職員配置体制加算、重度障害者支援体制加算、栄養マネジメント加算、 

療養食加算、医師配置加算、人員配置体制加算、福祉専門職員配置加算、常 

勤看護職員等配置加算、リハビリテーション加算、食事提供体制加算、延長

支援体制加算、送迎加算、短期利用加算、栄養士配置加算、処遇改善加算 

職員数：（男性：20名、女性：22名 ）計 42名 平均年齢：34.95歳 

実配置：管理者 1名 サービス管理責任者 1名 管理栄養士 1名  

生活支援員等 39名 常勤換算：37.7名   

⑴ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合

支援法）に基づき、適正な事業運営に努めます。                          

① 生活介護：常時介護を要する障害者に対し、主に昼間において、入浴、排せ

つ又は、食事の介護、創作的活動又は、生産活動の機会を提供する 

② 施設入所支援：施設に入所する障害者につき、主として夜間において入浴、

排せつ又は食事の介護を提供する 

 ⑵ 利用者の人権を尊重し、障がい者の虐待防止・権利擁護に努めます。 

①  「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」の復唱を継続し人権意識の高揚を図る 

② 「倫理委員会」を中心に職員の行動規範自己チェック等を定期的に実施する 

③ 苦情解決体制の周知を行い、利用者・家族等の声を傾聴する 

④ 障害者虐待防止法により委員会を設置し、人権の尊重に努める 

 ⑶ 利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

①  個別支援計画の実践に努める（利用者誕生月を起点に支援計画を作成、6 か

月ごとの見直しを行う） 

②  支援の標準化やマニュアル化「ひやり・ハット」の検討・改善に努める 

③  健康管理及び保健衛生             保健衛生計画（別紙１） 

ア 新型コロナ感染症については、法人のマニュアルに沿った対応を行う 

イ 定期健診を実施し、嘱託医、関連医療機関との連携により、機能低下や異 

常の早期発見・早期治療、健康管理に努める 

   ウ 医療機関との連携を深め、通院・入院が適切に遂行できるよう努める 

エ 日本歯科大学新潟病院の在宅診療チームによる歯科診療（予約制）を実施 

し、口腔衛生に努める 

④ 「福祉サービス第三者評価」を受審する。                  



 

⑤  行事                       行事計画（別紙２） 

   地域住民等との相互交流を取り入れた行事を実施する 

⑥  機能訓練                   機能訓練計画（別紙３） 

    医師の診断に基づき、作業療法士による機能維持訓練及び二次的障がいの予

防に努める（リハビリテーション実施計画作成、見直し～3 ヶ月毎、年 4 回）                    

⑦  食事 

ア 栄養ケア計画に沿って適正な食事の提供に努める（栄養ケア計画作成、見 

直し～3 ヶ月毎、年 4 回） 

   イ 食事形態及び治療食など、利用者一人ひとりに合わせた食事の提供に努め

る 

ウ 利用者の嗜好と適温に配慮し、複数献立、外注食、行事食等で季節感と変

化に富んだ食事の提供に努める 

   エ 給食委託業者と連携しスムーズな業務と衛生管理を徹底し、より安心・安

全な食事提供に努める 

⑧  防災・安全対策                   防災計画（別紙４） 

   ア 各種防災訓練と機器等の整備・点検を行う 

   イ 非常災害発生に備え、非常食、飲料水等必要な物品を備蓄する 

ウ 新潟市と「災害時要援護者への避難援護の協力」に関する協定を締結し、 

 災害時における地域住民への援護協力を行う 

    エ 「火災一斉メールシステム」を活用する 

オ 防犯カメラを設置し、不審者の可視化を図り防犯に努める 

⑨  所持金の管理 

「所持金等の管理に関する合意書」に基づき、利用者の希望及び能力に応じ

た管理体制の下、安全かつ適切な所持金の管理に努める 

⑩  施設環境整備 

 ア 居室エアコン入替リース７台              598,800 円 

イ ナースコール制御機、アンテナ入替           2,189,000 円 

カ 発電機蓄電池交換                   506,000 円 

キ ICT 導入                      2,768,640 円 

⑷ 在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。 

「新潟市地域生活支援拠点等事業」への登録を行い、緊急短期入所を受入れる 

⑸ 次世代を担う良質なマンパワーの育成と心のバリアフリーの促進に努めます。 

  ① ボランティアを計画的に受入れる 

③ 利用者の理解と協力を得て、実習生を計画的に受入れる 

④ 地元の保育園、小・中学校との交流を深める 

⑤ 地域行事等に参加し交流を深める 

⑥ 補導委託制度に基づく「補導委託先」を受諾する 

⑹ 職員の専門性の向上に努め、腰痛・メンタルケア対策の推進を図ります。 

職員研修実施計画（別紙５） 

① 施設内研修の充実、各種会議・研修会への参加を推進する  

② 介護福祉士・社会福祉士等、各種資格取得を推進する       

③ 衛生委員会を設け、職員のメンタルヘルスケアを図る 

④ 業務の見直しや福祉機器の導入により、職員の腰痛対策を図る 

 ⑺ 家族、成年後見人等との連携を図ります。 

   家族、成年後見人等との情報交換に努める 



(別紙１) 

保 健 衛 生 計 画 

月 保健行事 実施項目 備  考 

4  

衣類の調整 

手すり拭き励行 
・害虫駆除 5 

胸部レントゲン（利用者） 

内科検診・尿検査（利用者） 

6 健康診断（全職員） 

7 夏の健康管理 

室温調整 

園内清掃 

手すり拭き励行 

・害虫駆除 

・水分を十分に摂る 
8 夏の健康管理 

9 
腸内細菌検査（全職員） 

歯科検診（利用者） 

10 
肺炎予防球菌予防接種（65 歳以

上） 

うがい、手洗い励行 

室温調整、加湿、換気 

衣類の調整 

手すり拭き励行 

・インフルエンザ 

風邪予防 

・ノロウィルス予防 

・咳エチケット 

11 

インフルエンザ予防接種 

      （利用者、職員） 

常時服薬者血液検査 （利用者） 

12 

冬の健康管理 

内科検診・尿検査（利用者） 

健康診断(夜勤業務従事者) 

1 冬の健康管理 
うがい、手洗い励行 

室温調整、加湿、換気 

衣類の調整 

手すり拭き励行 

・インフルエンザ 

風邪予防 

・ノロウィルス予防 

・咳エチケット 

2 冬の健康管理 

3 冬の健康管理 

備

考 

・在宅診療チームによる歯科診療(毎週１回)新潟みずほ園歯科診療室 

・バイタルチェック(体重測定、血圧測定)毎月１回 

・歯磨きの励行に努める ・腰痛対策に努める 

・新型コロナウィルス予防接種予定（月日は未定） 

 



(別紙２) 

行 事 計 画 

月 

行   事   名 

上  旬 中  旬 下  旬 

4 お花見   

5 開所記念日   

6    

7 
七夕(保古野木保育園協力

のもと) 
 第２みずほ園納涼会 

8    

9 防災炊出し   

10    

11   ハロウィン 

12   利用者忘年会、クリスマス 

1 正月振舞い、七草 利用者新年会  

2 節分   

3 桃の節句  春彼岸 

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、例年開催している「福祉会まつり」 

 「下越地区オセロ交流会」「下越地区スポーツ交流会」が中止となった。 

※「親子三代ふれあい会」への参加も見合わせることとなった。 

※施設の行事の際は、飲酒も取り入れた献立を提供。 

※ 行事食等 

  次の国民主要行事等には、それにちなんだ食事を提供する。 

・5 月  開所記念日、端午の節句   

・7 月  七夕、土用丑の日 

・9 月  防災の日(非常食)  非常食を炊き出し形式で提供していく。 

敬老の日、秋彼岸 

 ・10 月  ハロウィンメニュー 

・12 月  冬至、クリスマスイヴ、大晦日   

・1 月   元旦、七草   

・2 月   節分   

・3 月   桃の節句、春彼岸 

 



(別紙３)              

 

機 能 訓 練 計 画 

疾 患 別 主 な 訓 練 内 容 

脳性麻痺 

脳炎後遺症 

・関節可動域訓練  ・ストレッチ 

・臥位、座位時のポジショニング 

自閉症 

知的障害 

ダウン症 

・行動分析療法   ・認知機能訓練  

・コミュニケーション訓練 

脳血管障害 

頭部外傷 

・関節可動域訓練  ・筋力維持強化訓練 

・立ち上がり訓練  ・移乗動作訓練  

・歩行訓練 

低酸素脳症 
・関節可動域訓練  ・筋力維持強化訓練 

・立位、歩行訓練 

＜整形疾患＞ 

・脊椎損傷(頸椎損傷) 

・頸椎症性脊髄症 

・関節可動域訓練 

・残存機能の維持強化訓練 

＜遺伝性疾患＞ 

・筋ジストロフィー 

・遺伝性脳症血管病 

・関節可動域訓練 

・筋力維持強化訓練 

・立ち上がり訓練 

・移乗動作訓練 

＜神経変性疾患＞ 

・亜急性連合性脊髄変性症 

・パーキンソン症候群 

・精髄小脳変性症 

 

・関節可動域訓練   

・筋力維持強化訓練 

 

廃用性筋萎縮 ・関節可動域訓練  ・筋力維持強化訓練 

重症全身火傷 ・関節可動域訓練  ・ポジショニング 

多発性硬化症 ・関節可動域訓練  ・筋力維持強化訓練 

てんかん ・関節可動域訓練  ・筋力維持強化訓練 

＜精神疾患＞ 

・うつ病 

・双極性障害 

・統合失調症 

 

・リラクゼーション訓練 

・創作活動訓練 

※機能に合わせたＡＤＬ訓練（環境設定）を実施 

※全体的に高齢となっており、認知症の予防訓練も必要に応じて実施（個別・集団にて対応） 

※補装具・日常生活用具の検討、公費助成申請手続き 

※咀嚼・嚥下機能維持向上、誤嚥性肺炎予防の為、口周囲筋マッサージ、口腔・嚥下体操を 

実施 



(別紙４)          

防 災 計 画 

月 訓 練 種 別 内      容 

4 防 災 研 修 
防災基本事項・機器の使用方法等の指導・確認を行う。 

応援時に必要な構造の把握を目的とする。 

5 

総 合 訓 練 

（消防団との合同避難訓練） 

夜 間 想 定 避 難 訓 練 

新潟市消防団西方面隊中野小屋分団に協力を要請し、夜間

想定避難訓練を実施する。終了後、消防団による放水訓練

の見学及び消防団との反省会を開き、防災意識の高揚を図

る。 

6 通 報 ・ 連 絡 訓 練 通報機器を使用した通報訓練・職員間の連絡訓練を行う。 

7 消 火 器 訓 練 
業者に依頼し水消火器の使用方法の指導受け、水消火機を

使用した訓練を行う。 

8 放 水 訓 練 屋内消火栓を使用した放水訓練を行い、放水手順を学ぶ。 

9 水 害 想 定 避 難 訓 練 日中の水害を想定し、避難誘導の訓練を行う。 

10 防 災 研 修 

防災基本事項・機器の使用方法等の指導・確認を行う。 

応援時に必要な構造の把握を目的とし、各園の見学を行

う。 

11 

総 合 訓 練 

（消防団との総合避難訓練） 

通 報 訓 練 

新潟西消防署赤塚出張所の立会いを求め、日中出火想定避

難誘導訓練を行う。出火現場は当番施設のみにし、他園は

応援、待機をする。避難訓練と同時に通報訓練も行う。終

了後、消防署員との反省会を開き、防災意識の高揚を図る。 

12 通 報 ・ 連 絡 訓 練 防災基本事項・機器の使用方法等の指導・確認を行う。 

1 防 災 研 修 防災に関する映像を上映し、防災意識の向上に努める。 

2 地 震 想 定 避 難 訓 練 日中の地震を想定し、避難誘導の訓練を実施する。 

3 消 火 器 訓 練 消防署より水消火器を借用し、消火訓練を実施する。 

備

考 

・防災委員会：毎月 1 回開催 

・各園の応援研修(避難経路や応援時の対応を学ぶ) 

・必要に応じ訓練の変更、追加を行う。 

 

 

 



 (別紙５)          

職 員 研 修 実 施 計 画 

１ 施設内研修 

区 分 実施時期 研修内容 対象職員 

法人新人職員研修 4 月 1 日～3 日 法人の理念（就業規則について） 全新採用職員 

法人全体研修 年１回 職員研修(専門知識・技術研修) 全職員 

法人内部研修 随時 法人の共通テーマ等 全職員 

内 部 研 修 年間計画 
専門知識・技術研修・復命研修等 

ウェブ研修 
全職員 

 

２ 施設外研修 

主催別 区 分 研修会名 参加者等 

県又は県社協 

主催のもの 
現任研修 

・新任職員研修 

・中堅職員研修 

・指導的職員研修 

・管理的職員研修 

・職場研修担当者研修会 

・看護職員研修 

・テーマ別研修 

・強度行動障害支援者養成研修 

・喀痰吸引等研修 

・給食関係職員研修 

･職務経験 3 年未満処遇職員 

･職務経験 4 年以上処遇職員 

･主任及びそれに該当する職員 

･管理者、補佐 

･職場研修担当者 

･施設看護職員 

･当該職員 

･当該職員 

･当該職員 

･管理栄養士 

身体障害者 

施設協議会 

等のもの 

専門研修 

・全国身体障害者施設協議会 

研究大会 

・関東・甲信越地区身体障害

者施設職員研修大会 

・新潟県身体障害者施設協議 

会職員研修会 

･当該職員 

 

３ その他の研修 

区 分 期 日 内 容 参加者等 

自 主 研 修 適 時 

･専門職員に関する全国または地方

規模の研修会、講習会、学会等に参

加希望があった時、その職務遂行上

有効と認められた場合参加させる 

全職員 

(若干名) 

技能講習会等 
主催者側で

決めた日 

･防火管理者 

･危険物取扱講習会 

･交通安全管理者講習会 

全職員 

(若干名) 

 



 

令和３年度 工房はたや 事業計画 

1 運営方針 

⑴ 効率的な予算執行と経営の安定に努めます。 

⑵ 「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」に基づき、利用者の人権を尊重し、障がい者の

虐待防止・権利擁護に努めます。 

⑶ 利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

⑷ 在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。 

⑸ 次世代を担う良質なマンパワーの育成と心のバリアフリーの促進に努めます。 

⑹ 職員の専門性の向上に努め、腰痛・メンタルヘルス対策の推進を図ります。 

⑺ 地元西川地域の一員として、主体的に地域福祉の向上・増進に努めます。 

⑻ 授産作業による収益が増えるよう努め、利用者の給料向上を目指します。 

２ 事業内容 

 予想利用率：就労継続支援Ｂ型 100％ 生活介護 90％ 

加算：福祉専門職員配置等加算、施設外就労加算、重度者支援体制加算、 

目標工賃達成指導員配置加算、送迎加算、処遇改善加算 

職員数：（男性 4名、女性 5名）計 9名、平均年齢：38.7歳 

実配置：管理者 1名 サービス管理責任者 1名   

生活支援員等 7名 常勤換算：就労Ｂ4.5名・生活介護 1.5名  

⑴ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 

（障害者総合支援法）に基づき、適正な事業運営に努めます。 

①  就労継続支援Ｂ型  

②  生活介護 

③   日中一時支援 

⑵ 利用者の人権を尊重し、障がい者の虐待防止・権利擁護に努めます。 

①  「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」の復唱を継続し人権意識の高揚を図る           

②  「倫理委員会」を中心に、職員個々が目標を設定し、倫理を意識した支援に努     

める 

③  苦情解決体制の周知を行い、利用者の声の傾聴に努める 

④  障害者虐待防止法により委員会を設置し、人権の尊重に努める 

⑶ 利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

①  個別支援計画の実践に努める（６か月ごとの見直しを行う）    

②  各種マニュアル、安全対策の周知徹底に努める 

③  就労継続支援Ｂ型 

ア 授産作業を通じて、作業意欲や作業態度・一般社会のルールの理解向上を図

り、就労に適応できる体力・精神を支援する 

イ 基礎的な技術や技能を高める 

ウ 作業を通じて、人間関係を育て社会性を高める 

   エ 作業種目 

    ・授産作業（シート作業、封入作業、セット包装、資源回収など） 

    ・法人内の委託作業（除草、清掃、物品補充・在庫確認など） 

    ・施設外就労 （福祉の店パレット販売業務） 

オ 障がい者関連法規・新潟県工賃向上計画に基づいた利用者給料向上に努める 

 



 

④  生活介護 

    常時介護を要する障がい者として厚生労働省令で定める者につき、主に昼間に

おいて、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる

排せつ又は、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生

労働省令で定める便宜を提供します 

    

⑤ 行事 

ア 利用者の意見を取入れながら、様々なプログラムの提供に努める 

イ 社会体験活動としてグループ外出を実施する 

ウ 土日祝祭日の開所日には、レクリエーションなどを取入れ余暇の充実を図る

ことにより働く意欲を高める 

➅ 保健衛生 

ア 新型コロナ感染症については、法人のマニュアルに沿った対応を行う 

イ 利用者一人ひとりの健康状態の的確な把握及び維持に努める 

ウ 日常的に手洗い・うがい励行など感染予防に努める 

エ 感染症の発生時には、消毒や閉所など適切な対応をする 

オ 毎月 1回の体重測定を実施する 

⑦  防災・安全対策 

ア 火災の予防に努めるとともに、風水害を含めた防災計画を策定し、これに基

づき利用者および職員に対し、年に２回、防災訓練を実施する 

イ 施設セキュリティシステムの契約により、防犯・防火対策をする 

⑧  家族等との連携 

  家族・成年後見人との情報交換により、利用者の支援体制を図る 

⑨  施設環境整備 

  施設内の整理整頓を心がけ、安全に気持ち良く作業や活動を行える環境を提供

するため、日々の安全点検に努め、安全対策を行う 

⑷ 在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。 

① 日中一時支援事業（高校生以上、定員２名） 

② 体験事業(職員同伴の中学生) 

③ 特別支援学校中学部・高等部生徒の現場実習 

⑸ 次世代を担う良質なマンパワーの育成と、心のバリアフリーの促進に努めます。 

① 実習生（大学・短大・専門学校）を計画的に受け入れる 

② ボランティアを積極的に受け入れる 

③ 地元の保育園・小・中・高等学校、特別支援学校との交流を深める 

④ 西川地区や西蒲区、近隣市区のイベントや会議・研修に参加し連携に努める 

⑤   地元地域の活動(クリーン活動・商工会など)に積極的に参加する 

⑹ 職員の専門性の向上に努め、メンタルヘルス対策の推進を図ります。 

① 各種研修会への参加 

      全国社会福祉協議会、新潟県社会福祉協議会、新潟県社会就労センター連絡協

議会、新潟県知的障害者福祉協会、新潟市知的障がい施設連絡会、西川商工会、

その他、職務に有効な研修に積極的に参加する 

②  衛生委員会を設け、職員のメンタルヘルスケアを図る 

 ⑺ 地元西川地域の一員として、主体的に地域福祉の向上・増進に努めます。 

 ⑻ 授産作業による収益が増えるよう努め、利用者の給料向上を目指します。 



 

(別紙) 行事計画 

月  内  容 地域行事 

4 花見  

 

5  

 

 

6   

 

7 七夕(生活介護)  

 

8 

 

納涼会 西川まつり 

 

9 グループ外出  

10 ハロウィン(生活介護) 

グループ外出 

時代激まつり（西川） 

 

11   

 

12 クリスマス(生活介護) 

忘年会 

 

 

1 新年会・初詣  

 

2 節分(生活介護)  

 

3 ひな祭り(生活介護) 

 

 

※地域行事への参加は主催者の意向による。 

 



令和３年度 樫の木 事業計画 

１ 運営方針 

⑴  グループホームの適正な事業運営に努めます。 

⑵  「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」に基づき、利用者の人権を尊重し、障がい

者の虐待防止・権利擁護に努めます。 

⑶  バックアップ施設との連携を図りながら、利用者ニーズ･ご意向の傾聴による

個別支援計画の作成と、ニーズの実現に努め、適切な支援を確保します。 

⑷  利用者にとって、居心地のよい居住の場となるよう、安全で快適な生活環境の

整備に努めます。 

⑸  地域との交流を図り、連携に努めます。 

⑹  職員の専門性の向上に努め、メンタルヘルス対策の推進を図ります。 

⑺  令和４年 4 月開設予定とし、もみじ・あじさいの建替え計画を進めます。 

２ 事業内容 

共同生活援助 

障害支援区分：区分 6～6 名、区分 5～3 名、区分 4～8 名、区分 3～10 名  

区分 2～8 名、区分 1 以下～3 名 平均区分 3.4 

予想利用率 96.4％ 

加算：夜間支援体制加算Ⅱ、日中支援加算Ⅰ、医療連携体制加算Ⅴ、 

福祉専門職員配置加算、重度障害者支援加算、処遇改善加算、特定処遇加算 

職員数：（男性 5 名、女性 27 名 ）、計 32 名 

実配置：管理者 1 名 サービス管理責任者 2 名 生活支援員 6 名 計 9 名 

    常勤換算数生活支援員等 6.2 名 平均年齢 40 歳 

    世話人 断続的労働 17 名 昼勤務 6 名 計 23 名  

常勤換算数世話人 10.2 名   平均年齢 65 歳 

⑴ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合

支援法)に基づき、適正な事業運営に努めます。 

①  共同生活援助事業 

⑵ 利用者の人権を尊重し、障がい者の虐待防止・権利擁護に努めます。 

① 個別支援計画の実践に努める（支援計画作成・見直し時期～6 か月ごと：年 2

回） 

② 利用者の尊厳と権利を擁護するとともに、自己選択・自己決定を尊重し、エ 

ンパワメントの向上を目指した支援の実践に努める 

③ 利用者の個人情報の重要性を確認し、個人情報の保護を図る 

⑶ バックアップ施設との連携を図りながら、適切な支援を確保します。 

① 自立生活支援 

   ア 自分らしく暮らすことができるよう、利用者一人ひとりのご意向とニーズ

を尊重した支援計画の遂行と、解決すべき課題に即した支援に努めまる 

イ 地域住民の一人として責任ある行動をとり、地域から信頼と協力が得られ

るよう支援する 



② 行  事 

誕生会や、季節ごとの行事である七夕、節分、ひな祭り、忘年会や新年会等

には、行事食を提供したり、外食の日を設ける等、利用者の嗜好や希望を取り

入れ生活に潤いと季節感が感じられるよう努める 

③ 健康管理 

ア 新型コロナ感染症については、法人のマニュアルに沿った対応を行う 

イ 毎月の体重測定・血圧測定や定期検診を実施するとともに、健康状態の的

確な把握に努め、疾病の早期発見・早期治療に努める 

ウ 希望者には、インフルエンザ予防接種を実施しインフルエンザ予防に努め 

  る 

 エ 看護師体制を充実させ日常的な健康管理、医療ニーズへの適正な対応をし 

ます 

④ 食事の提供 

ア 利用者の健康状態を考慮し、疾病予防と健康増進を図れるよう、油分、塩

分を抑えた食事を美味しく食べやすく提供する 

イ 食事が美味しく楽しく食べられるような環境整備、雰囲気づくりに努める。 

ウ 衛生管理に留意し、安全な食事を提供する 

⑷ 安全で快適な生活環境の整備に努めます。 

①  防災・安全対策 

ア 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常 

災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体 

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する 

イ 年に２回、防災避難訓練を実施し、安全対策、地域との連携を図る 

ウ  新潟市に「災害時要援護者登録」を行い、災害時における地域住民への援 

護協力を実施する 

 ⑸ 地域との交流を図り、連携に努めます。 

   日頃より、地域の祭り、地域防災訓練への参加などを通して、近隣住民との交 

流を図り、障がい者理解に努める 

⑹ 職員の専門性の向上に努め、メンタルヘルス対策の推進を図ります。 

① 職員の資質向上のため、各種の研修会への参加を推進し自己研鑽に努める  

世話人研修会への参加（年 1 回） 

② 職員のメンタルヘルスケアを図る 

⑺ 家族等との連携に努めます。 

家族、成年後見人との情報交換により、利用者の情緒安定を図る 



令和３年度 年間計画 

月 内 容 備 考 

4 春まつり（西川地区） 
 

誕生会～利用者の誕生日 

 

体重・血圧測定～毎月 

 

職員・世話人腸内細菌検査 

～年２回 

 

年７回 行事食（６，７，10、

１２、１，２，３月） 

5 通報訓練 

6 
みずき野地域一斉清掃、防災訓練 

避難訓練  

7 
七夕 

消火訓練 

8 

西川まつり（西川地域） 

みずき野夏まつり 

基本健診 

9 避難訓練 

10 西川地域自主防災訓練 

11 世話人研修会 

12 クリスマス・忘年会 

１ 新年会 

2 節分 

3 ひな祭り 

    ※地域行事への参加は主催者の意向による。 



令和３年度 わぁ～らく 事業計画 

 

１ 運営方針 

⑴  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び関係法

令を遵守し、適正な事業運営に努めます。 

⑵  「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」に基づき、利用者の人権を尊重し、障がい

者の虐待防止・権利擁護に努めます。 

⑶  利用者の個別性を尊重し、自立した生活を営めるよう支援に努めます。 

⑷  関係機関との連携を図り、地域の社会資源として誠実な対応に努めます。 

⑸  相談支援における専門性の向上に努めます。 

⑹  職員の能力が発揮できるよう職場環境の向上に努めます。 

２ 事業内容 

 相談支援専門員 3名で、（1）（2）（3）-②の業務を行う 

実配置：管理者 1名 相談支援専門員 3名 平均年齢：41.7歳 

⑴  指定特定相談事業・指定障害児相談支援事業 

①  計画相談支援 ［想定数 925件］ 

・サービス支給決定または支給決定の変更前に、サービス等利用計画（以下「計 

画」）案を作成する 

  ・支給決定または変更後、サービス事業所等との連絡調整、計画の作成 

  ・サービス支給決定後、厚生労働省令で定める期間ごとにサービス等の利用状況 

   の検証を行い、計画の見直しをする（モニタリング） 

  ・サービス事業所等の連絡調整、支給決定または支給決定の変更に係る申請の支 

援を行う 

  ・「新潟市地域生活支援拠点等事業」への登録を検討する。 

② 基本相談支援 

  ・障がい者（児）および保護者または介護者等からの相談に対応する 

⑵  指定一般相談事業 

① 地域移行支援 ［想定数 1件］  

・障がい者支援施設に入所しているまたは精神科に入院している障がい者に対し、 

住居の確保など地域生活に移行するために必要な支援を行う 

② 地域定着支援 ［想定数 1件］ 

  ・自宅で単身生活する方等に対して常時の連絡体制を確保し、障害特性に起因し 

   て生じた緊急の事態等に相談やその他必要な支援を行う 

⑶  市町村事業受託 

① 「新潟市障がい者基幹相談支援センター西」代表法人受託 

相談員 2名、事務員兼相談員補助 1名出向 

② 障がい支援区分認定調査員 契約受託先：新潟市、他 

３ 地域のセーフティーネット形成活動 

新潟市障がい者地域自立支援協議会、西蒲区障がい者地域自立支援協議会に係る 

会議、班活動等への参加。その他、必要な会合への参加 



令和３年度 みっと事業計画 

 

１ 運営方針 

⑴ 利用者（児）が居宅において自立した日常生活を営むことができるように支

援します。 

⑵ 適切な管理運営に努めます。 

⑶ 利用者の人権を尊重し、利用者の立場に立った適切な支援を提供します。 

 

２ 事業内容 

居宅介護、同行援護、行動援護、移動支援、福祉有償運送 

職員数：（男性 2名、女性 3名）計 5名 平均年齢 41.8歳 

実配置：管理者 1名 サービス提供責任者 1名   

生活支援員 3名 常勤換算：2.7名  

⑴ 利用者（児）が居宅において自立した日常生活を営むことができるように支

援します。 

   利用者または家族に対して適切な相談及び助言を行う 

⑵ 適切な管理運営に努めます。 

   地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業

者、社会地域の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める 

⑶ 利用者の人権を尊重し、利用者の立場に立った適切な支援を提供します。 

  ① サービス提供方法などを丁寧に理解しやすく説明に努める 

  ② 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術による支援に努める 

 

３ 重点事項 

⑴  居宅介護・同行援護・行動援護・移動支援の支援内容の充実を図ります。 

⑵  他事業所、関係機関との連携に努めます。 

⑶  安全な運転を心がけます。 



令和３年度 おおらい 事業計画 

 
１ 運営方針 

⑴  効率的な予算執行と経営の安定に努めます。 

⑵  「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」に基づき、利用者の人権を尊重し、障がい者

の虐待防止・権利擁護に努めます。 

⑶  利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

⑷  在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。 

⑸  次世代を担う良質なマンパワーの育成と、心のバリアフリーの促進に努めます。 

⑹  職員の専門性の向上に努め、メンタルヘルス対策の推進を図ります。 

⑺  地域との交流を図り、連携に努めます。 

２ 事業内容 

 予想利用率：生活介護 90％ 

加算：送迎加算、重度障害者支援体制加算、重度障害者支援個人加算、 

リハビリテーション加算、処遇改善加算、福祉専門職員配置等加算 

職員数：（男性 3人、女性 4人）計 7人 平均年齢：37.7歳 

実配置：管理者・サービス管理責任者兼務 1名   

生活支援員等 5名 常勤換算：4.6名  

⑴  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合 

支援法）に基づき、適正な事業運営に努めます。 

①  生活介護 

  常時介護を要する障がい者として厚生労働省令で定める者につき、主に昼間に 

おいて、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる 

入浴、排せつ又は、食事の介護、創作的活動又はリハビリ活動の機会の提供そ 

の他の厚生労働省令で定める便宜を提供する 

⑵  利用者の人権を尊重し、障がい者の虐待防止・権利擁護に努めます。 

①  「新潟みずほ福祉会職員倫理綱領」の復唱を行い意識の高揚を図る 

②  「倫理委員会」を中心に、職員個々が目標を設定し、倫理を意識した支援に努 

める 

③  苦情解決体制の周知を行い、利用者・家族等の声を傾聴する 

④  障害者虐待防止法により委員会を設置し、人権の尊重に努める 

⑶  利用者一人ひとりのニーズを尊重し、サービス向上と良質な支援に努めます。 

①  個別支援計画の実践に努める 

（利用者誕生月を起点に支援計画を作成、見直し時期～6か月毎 年2回） 

②  支援の標準化やマニュアル化「ひやり・ハット」の検討・改善に努める 

③ 健康管理及び保健衛生 

ア 新型コロナ感染症については、法人のマニュアルに沿った対応を行う 



イ 嘱託医と連携をとり、健康管理に努める 

ウ 利用者一人ひとりの健康状態の把握と身体機能の維持に努める 

エ 毎日のバイタルチェックを実施する 

オ 日常的に手洗い・うがい励行など感染症予防に努める 

カ 除菌機能付エアコンや微弱酸性電解水を使用した噴霧器やスプレーボト 

ルの設置、各箇所の清掃・消毒・除菌を行い感染症予防に努める 

④  入浴 

一般浴槽と特殊浴槽を使用し、利用者一人ひとりに合わせた安全な入浴の提供 

に努める 

⑤  食事 

   ア 配食サービス業者を利用し、栄養バランスと彩りを考慮した安心・安全な食 

事の提供に努める 

   イ 配食サービス業者と連携し、利用者一人ひとりに合った食事形態の提供に努 

める 

⑥  活動 

   ア 楽しみのある活動の提供に努める 

   イ 余暇活動（パズル、読書、音楽視聴、カラオケなど） 

   ウ 創作活動（絵画、塗り絵、貼り絵など、個別や全体で実施） 

   エ 個別活動（利用者本人の趣味活動など） 

   オ リハビリ活動 

     （法人作業療法士作成による個別メニューやレクリエーションなどの全体メ 

ニューの実施） 

⑦  行事                      

ア 四季を感じられる行事の提供に務める 

イ 外出、ドライブ、近隣コンビニへ買い物等実施する 

ウ 新潟市アグリ・ケア・プログラムを利用し行事の提供に努める 

⑧ 機能訓練                    

  医師の診断に基づき、作業療法士作成による機能維持訓練の提供と予防に努め 

る 

（リハビリテーション実施計画書作成・見直し時期～3か月毎 年 4回） 

⑧  防災・安全対策 

ア 各種防災訓練と機器等の整備・点検を行う 

イ 防犯カメラを設置し、不審者の可視化を図り防犯に努める 

   ウ セキュリティシステムの契約により、防犯対策に努める 

⑨  家族等との連携 

  家族・成年後見人との情報交換に努め、利用者の支援体制を図る 

⑷  在宅障がい者（児）の福祉増進に努めます。 



  日中一時支援事業（定員 3名） 

⑸  次世代を担う良質なマンパワーの育成と、心のバリアフリーの促進に努めます。 

①  実習生（大学・短大・専門学校）を計画的に受け入れる 

②  ボランティアを積極的に受け入れる 

⑹  職員の専門性の向上に努め、メンタルヘルスケア対策の推進を図ります。 

①  法人研修の充実、各種会議・研修会への参加を推進する 

②  介護福祉士・社会福祉士等、各種資格取得を推進する 

③  衛生委員会を設け、職員のメンタルヘルスを図る 

 ⑺ 地域との交流を図り、連携に努めます。 

   地域自治会行事に参加などを通し、近隣住民との交流を図り障がい者理解に 

努める 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 年間計画 

月 内 容 備 考 

4 お花見 
検温・血圧測定～毎日 

 

うがい・手洗いの励行～毎日 

 

5～9月 外に出る活動 

（散歩・ドライブ・外出など） 

 

10～3月 室内での活動 

（カラオケ・レクリエーションなど） 

 

みんなで創作活動～年 6回 

（5、6、11、1、2、3月） 

 

地域交流活動 

 

新潟市アグリ・ケア・プログラムの活

用～適宜 

 

 

5 健康診断（職員） 

6 
カラオケ大会 

防災訓練（火災） 

7 七夕行事 

8 みずき野夏まつり 

9 防災訓練（地震） 

10 ハロウィン行事 

11 みずき野東作品展 

12 
みずき野餅つき 

クリスマス会 

1 新年会 

2 節分行事 

3 ひな祭り 

 



新潟みずほ福祉会組織体制 

 

本 部 

本部長     海老 郁夫 （基幹西管理者） 

副本部長    多賀 邦夫 （危機管理） 

副本部長    田中  順 （統括管理者） 

総務部長    五十嵐秀行 

企画室長    金子  浩 

 

新潟みずほ園 

   管理者     田中  順 （兼務） 

 

みのり園 

   管理者     渡邉 晴美 

 

第２みずほ園 

   管理者     瀧澤千代美 

 

工房はたや 

   管理者     田中 敦子 

 

樫の木 

   管理者     多賀 邦夫 （兼務） 

 

わぁ～らく 

   管理者     本井ひろみ 

 

みっと 

   管理者     本井ひろみ （兼務） 

 

おおらい 

   管理者     小西 幸弘 


